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議案第１０６号

法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，法令の改正に伴い，関係条例の規定の整備を行う必要がある

による。

法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例

　（福岡市福祉事務所条例等の一部改正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉

法」に改める。

⑴　福岡市福祉事務所条例（昭和３３年福岡市条例第４７号）第２条

⑵　福岡市立ひとり親家庭支援センター条例（昭和６０年福岡市条例第４６号）第１条

⑶　福岡市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例（昭和６３年福岡市条例第１１号）第３条

第１項第４号

　（福岡市指定障がい児入所施設等の人員，設備及び運営の基準等を定める条例の一部改正）

第２条　福岡市指定障がい児入所施設等の人員，設備及び運営の基準等を定める条例（平成

２４年福岡市条例第５５号）の一部を次のように改正する。

　　第５条第１項第２号イ中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に改める。

（福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部改正）

第３条　福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年福岡市条例第５６

号）の一部を次のように改正する。

　　第６６条第１項中「第６条の２第１項」を「第６条の２の２第１項」に改める。

　（福岡市障がい福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部改正）

第４条　福岡市障がい福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年福岡
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市条例第５９号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第３号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２項」に改める。

　（福岡市立心身障がい福祉センター条例の一部改正）

第５条　福岡市立心身障がい福祉センター条例（昭和５４年福岡市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。

　　第２条第５号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２項」に改め，同条第６号

中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に改め，同条第７号中「第６条の２

第５項」を「第６条の２の２第５項」に改め，同条第８号中「第６条の２第６項」を「第

６条の２の２第６項」に改める。

　（福岡市立療育センター条例の一部改正）

第６条　福岡市立療育センター条例（平成１４年福岡市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。

　　第２条第３号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２項」に改め，同条第４号

中「第６条の２第５項」を「第６条の２の２第５項」に改め，同条第５号中「第６条の２

第６項」を「第６条の２の２第６項」に改める。

　（福岡市立医療型児童発達支援センター条例の一部改正）

第７条　福岡市立医療型児童発達支援センター条例（昭和４８年福岡市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。

　　第２条第１号中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に改め，同条第２号

中「第６条の２第５項」を「第６条の２の２第５項」に改め，同条第３号中「第６条の２

第６項」を「第６条の２の２第６項」に改める。

　（福岡市立児童発達支援センター条例の一部改正）

第８条　福岡市立児童発達支援センター条例（昭和４８年福岡市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第２条第１号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２項」に改め，同条第２号

中「第６条の２第５項」を「第６条の２の２第５項」に改め，同条第３号中「第６条の２

第６項」を「第６条の２の２第６項」に改める。

　（福岡市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営の基準を定める条例の一部改正）

第９条　福岡市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営の基準を定める条例（平成２４
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年福岡市条例第７２号）の一部を次のように改正する。

　　第１０条第６号ただし書中「薬事法」を「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性

の確保等に関する法律」に，「第２条第１６項」を「第２条第１７項」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。




